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ローカルな環境運動と地域との関わり

-霞ヶ浦の環境に関わる住民・市民運動を事例として
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I　はじめに

地域開発に関わる公共事業が住民・市民の反対

によって中止になるなど,環境を争点とする住
1)

民・市民運動が地域に与える影響は少なくない。

名古屋の産前干潟や東京湾の三番瀬のように,運

動により埋立てが中止され.その後の干潟の保全

に住民・市民が積極的に関わる例もある。一方,

強い反対を押し切って事業が進んでいる諌早湾干

拓事業や,長良川河口堰の運用継続など,反対運

動が起きても事業が継続される事例はそれ以上に

多い。しかし,事業が継承されたとしても諌早干

拓事業における干拓面積の続小をはじめ,計画の

見直しや環境への配慮がなされる場合はあるし,

ある場所での議論が別の場所で参照され,その後

の河川政策や公共事業の見直しにつながることも

あるので,個別の開発反対運動は全くの無駄に終

わるわけではない。筆者は.このような住民・市

民運動とそれが展開される地域との間にどのよう

な関わりがあるのかに主たる関心がある。なお,

本稿では,開発反対や自然保護を訴える住民・市

民運動に加えて,環境に配慮した生活の啓発や環

境教育の実践などを目的とする住民・市民運動を
2)

含めた動きを総称して環境連動とよび,単に開発

反対運動と地域の関わりを考えるよりは広い対象

を想定する。
3)

環境運動を含む社会運動一般に関して,地理学

では,政治学や社会学などの社会運動研究を踏ま
4)

えつつ,研究が蓄積されており,ロカリティや場

所に焦点をあてた議論がされている。アグニュー
5)

(Agnew, John)は,社会運動が特定の場所で特定

の問題をめぐって生じることにこだわり,社会運

動における場所-の愛着や政治における場所の構

造的役割を強調したOルートレッジ(Routledge,
6)

Paul)は,インドの軍事施設建設反対運動を事例

に,社会運動の成立やその特性,人々を運動に向
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かわせる心理などを説明する地域間有の要因に注
7)

目したo　ミラー(Miller,Byron)は,ボストン大

都市圏3市の反核・平和運動を取り上げ,それぞ

れの地域差,例えば地域経済と軍事産業との関わ

りや,住民の社会階層,ローカルな政治環境など

の違いが,運動の差を生んでいることなどを明ら

かにし,社会運動研究への地理学的視点の必要性

を論じている。

日本でも,都市研究と社会運動論との接点を探

るなど地理学における研究の広がりと深化がみら
8)

れる。水内は近代都市史研究と地理学の関わりを

論じる中で社会運動に言及し,運動が都市空間構

造とどのように関わるのか,運動が都市空間との

対峠からいかなる運動論を生み出したのか,都市

空間認識が運動にどう取り込まれたのかが,近代
Q)

都市史研究の課題になると述べている。香川は,

川崎や水島の公害反対運動を事例に,資源動員論

に基づく地域組織の形成・再編や工業都市化とロ

カリティの変容を論じている。社会運動と地域社

会との不可分な関係という認識は.環境運動を対
10)

象とする筆者の基本的関心とも共通している。

ただし,筆者の主たる関心は環境運動を切り口

とした環境問題の理解にあり,その際に運動と地

域の相互関係に焦点をあてることが有効との発想

に立っている。そのため,地理学的な社会運動研

究の視角や論点を参照・援用するも,その道とな

る,自らの研究成果に基づき地理学的社会運動論

に批判的な議論を投げ返すことを,あまり意識し

ていない。香川が,この分野の動向を展望した論

文において, 「社会運動を対象にした個別の研究
in

間に今のところつながりがない」と指摘する状況

を.筆者はそれほど問題とは考えておらず,地理

学において社会運動を対象にした研究の裾野が広

がる途上の現象と,一面ではポジティブに評価し

ている。筆者は,環境運動を空間的・地域的視点

からとらえることで,これまでの運動や環境問題

をめぐる言説を再検討し,これからの運動のあり

方を展望したり,環境問題の構築過程における運

動の位置づ竹を明らかにしたりすることが重要と
12)

考えている。

環境運動と地域との関わりからローカルな環境

問題を論じるために.筆者はこれまで中海・宍道

湖の環境を争点とする住民・市民運動を事例とし

て.この運動に反映される地域の社会経済的特街

を明らかにする視点.及び運動が地域おいて果た

している役割を読み解く視点から.環境運動にア
13)

プローチしてきた。

本稿では. 1980年代の住民・市民運動の地域的
11)

な性格を論じたことがある霞ケ浦の事例について.

後者の視点からその後の展開を見直し,運動と地

域との関わりを明らかにすることを試みるO　この

視点に関連して,筆者は,先に.住民・市民運動

が争点をつくり出すことで湖の開発構想がどう作
15)

りかえられたかを明らかにしたり,景観への運動
16)

の影響を読み解いたりしてきたが,本稿では,開

発構想や景観といった特定の事象を取り上げて,

そこで果たした役割を考察するといった限定を設

けるのではなく,より包括的な地域との関わりに

ついて論じたい。その方法として,実際に行われ

た活動や,それ-の行政やマスコミなどの対応を

細かくチェックし,それらを時間の経過にあわせ

て整理し,次に活動日的・内容別に分けて考察す

ることにした。本稿は,事実の洗い出しと整理,

及びそれらをもとにした総括的な記述というスタ

イルをとっている。その理由は,特定の活動や事

項を対象とするのであれば.評価基準を設けた定

量的な分析も可能かもしれないが,長期間にわた

る,性格の異なるさまざまな活動を包括的に把握

するためには,出来事を網羅的に洗い出した上で,

事実関係の記述的整理によるのが適当と考えたか

らである。

また,中海干拓問題をめぐる報道と実際の干拓
17)

反対運動のずれを示した論考で示したように!住

民・市民運動は問題が争われている最中にはしば

しばその存在が注目されるものの,事案が一定の

決着をみてしまうと,折々に行われてきた個々の
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Figure 1. Study area

資料:社団法人霞ケ浦市民協会r霞ケ浦情報マップ・未来環境鼠J同協会, 2002.水資源開発公団霞ケ
浦開発事業建設部r霞ケ浦開発事業誌j同公[乱1996,水資源開発公拭霞ケ浦総合管理所r霞ケ浦

総合管理施設位置図j同公H. 1999.等により作成した漫野敏久「環境問題研究における地域論的
視角」環境社会学研究10. 2004. 11頁の図に加筆o

活動についての言及が次第に減り,その出来事を

説明する「物語」から消えていってしまうことが

ある。その意味でも.第三者的な立場から,ある

環境をめぐって展開された住民・市民運動につい

ての事実関係を記録しておくことが必要である。

それが蓄積されることによって,これらの運動-

の理解が深まるとともに,類似の問題が他所で発

生した際に.問題解決のための貴重な情報となる

と期待されるからであるO

これらのこと.すなわち他の方法で地域との関

わりを読みとりにくいと考えられること.及び記

録すること自体に学桁的価値があると判断するこ

とから.本稿では住民・市民運動の具体的な活動

を記述することに比重をおく。その記述に基づい

て,住民・市民運動と地域との関わりをまとめる

ことにする。

具体的には,筆者がはじめて関わりをもってか

ら20余年に及ぶ住民・市民運動の展開を整理しつ

つ,この数年,集中的に行った関係者へのインタ

ビューや機関誌等の分析をもとにしながら,運動

と水資源開発や環境保全政策との関係などについ

て明らかにする。第1図に対象とした霞ケ浦流域

の地B]を示す。後述する霞ケ浦総合開発事業の実

施状況や計画なども参考として書き入れた。

住民・市民運動の記述にあたる部分は. Ⅱ章と

Ⅲ章である。 Ⅱ章では,現在の霞ケ浦の環境問題

に関わる住民・市民団体の中で主流といえる2つ
18)　　　　　　　　　　　　　　　　19)

のグループについて,筆者が先の論文で扱った時

期以降を中心に,時間の経過に沿った記述を行う。

Ⅲ章で述べる事項の住民・市民団体側の状況を説

明し,考察の根拠となる事実の記載を含むO運動

の説明に多くを割いているのはそのためであり,
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単なる概要紹介ではない。次にⅢ章において. Ⅱ

章との重複を避けながら,地域との関わりとして

比較的独立し.かつ,後述するように重要な事象

と認められる5つの項目を取り上げて.それぞれ

関連する事項を記載した。 Ⅳ章では, Ⅲ章で示し

た事実関係をもとにしながら,住民・市民運動と

地域の関わりを模式的に論じる。霞ケ浦の事例に

依拠した考察であるが,ある程度の汎用的な解釈

は可能と考える。 Ⅴ章では霞ケ浦の事例を参照し

つつ,今後の住民・市民運動と地域の関わりにつ

いて展望する。

II　霞ケ浦の環境に関わる住民・市民運動-世界

湖沼会議後の2つの動き

(1 )第6回世界湖沼会議までの運動の展開　霞

ケ浦での環境問題の背景として,水資源開発のた

めに大きく環境を改変したことがあげられる。加

えて,鹿島開発や筑波研究学園都市建設,その他.

民間の宅地開発など,広範囲に及ぶ流域内の地域

開発も霞ケ浦の環境変化に影響を及ぼした。

急速な流域環境の変化に呼応するかのように.

開発反対や環境保全を求める住民・市民運動が立

ち上げられた。初期の運動は,鹿島開発や高浜入

干拓事業への反対を目的として行われた。鹿島開
M

発では,開発予定地の農民を中心とした反対運動

が行われたが,土地収容という形で反対運動は押
21)

さえ込まれてしまった。高浜入干拓の場合は,漁

民による反対運動は行政と激しく対立し,.その結

莱,干拓事業が中止になった。運動の成果ともい

えるが,それ以上に干拓の中止は,減反政策の進

行や首都圏の水資源開発需要の高まりなど,社会

状況の変化による面が大きかったようにも思える。

これら農漁民運動と並行して,土浦を中心とす

る都市部から生まれた住民・市民運動は言胡の急

速な水質悪化をきっかけとして生まれ,医師や主

婦のほか多様な都市住民が担い手となって,飲み

水の安全性を訴え,上水源となっている湖の環境

の回復を要求した。特に先駆けとなったのは「土

浦の自照を守る会」で.校に淀城の団結を穏やか

に束ねる「霞ケ浦をよくする市民連詩会議」 (以
22)

下. 「市民迂箔会読」)が詰成された。これらは,当

初.どちらかといえば行政と対立的な悶尉二あり,

「土浦の自照を守る会」の霞ケ浦の水買浄化に関

する請頃(1974年).同機精(19S0年), 「市民連絡

会読」の富栄養化防止に関する試買(19S1年)な

どには水資源開発の見直しを求める事項が盛り込

まれた。この水資源開発をめぐる要求は受け入れ

られなかったものの.富栄養化対策に関する請願

項目は茨城県読会で採択され,茨城県富栄養化防

止条例の成立に寄与した。また.これらの団体は,

「市民の手による水質調査」など,水買問題をア

ピールする活動によりマスコミにしばしば紹介さ

れ,富栄養化問題についての発言力を増していっ

た。

世界湖沼会議が.霞ケ浦流域で開催されること

が決まると.それまで対立する関係であった行政

と市民団体の関係に変化が生まれた。茨城県が市

民グループに歩み寄り,湖沼会議をサポートする

市民組織づくりが進められた.青年会議所などを

含む「世界湖沼会議市民の会」がつくられると.

そこに「土浦の自然を守る会」は協力を要請され,

湖沼会議の成功に向けた官民が協力した関係がつ

くられることになった。しかし.このことについ

て「市民連絡会議」内では意見対立が生じ,結果

としてトップが入れかわり活動内容も変化するこ

とになった。それまで行政を批判する先鋒であっ

た「土浦の自然を守る会」のリーダー層が官民連

携の体制に入り込むことになり,街頭アピールや,

マスコミを介した意見表明,議会-の陳情・請願

などを行うような,外から注文をつける立場から,

審議会の委員になったり,行政の事業実施を手伝

ったりといった,行政とともに環境改善に取り組

む立場に変わった。そして.その姿勢を受け入れ

ない人達が裸を分かってしまった。

「世界湖沼会議市民の会」では「行政と喧嘩し
23)

ない」ことが前提となり,会議後に組織された
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「社団法人霞ケ浦市民協会」 (以下, 「市民協会」)で

はそれが会の方針として強調された。なお. 「土

浦の自然を守る会」のメンバーが,かつてのよう

に行政に異議を申し立てようとする際には. 「市

民協会」ではなく「土浦の自然を守る会」の看板
24)

を持ち出して行動するとのことである。一方,

「喧嘩しない」ことを前提とした行政との関わり

方を嫌った人達は,湖沼会議に向けて霞ケ浦の水

資源開発を問題視する姿勢を強め.会議への関心

が集まる時期にあわせて,水資源開発問題を争点

化することを試みた。この時はまだ双方がはっき

りと分かれたわけではなかったが,湖沼会議を
25)

機に霞ケ浦の環境市民運動は大きくみれば2つの

流れに分かれていくことになった。

(2)霞ケ浦市民協会「市民協会」は.湖沼会

議に向け結集した地域の動きを継承することを目

的に. 「世界湖沼会議市民の会」と1989年に霞ケ

浦の環境保全活動に関わる住民らが設立した「霞

ケ浦情報センター」 (合併時は「霞ケ浦市民センタ

ー」)を合わせて生まれた団体である。 「土浦の自

然を守る会」のメンバーの多くは.この双方に関

わっており.同会は「実質的に　r市民協会J　にな
26)

った」。その他.湖沼会誌市民の会に関わった青

年会議所メンバーやOBらも主要な構成員となっ

son*

「市民協会」の母体となった「霞ケ浦情報セン

ター」は.湖沼会読以前には霞ケ浦の環境問題に

関心のある市民が連携する滋も包括的なネットワ

ークであった1986年に土浦市で開任された第2

回水害水石全国会読を契桧に設立された諸団体や

個人からなる連詩組織で.設立の理念として「水

辺の環mの再生」と住民同士の「交流の場」及び

「環境教育の場」となることを掲げ.民間のユニ
2丁)

-クな玩究信問となることをめざしていた。

「昆ケi-馴石打センター」が水害水石全国会芸を

契桧に生まれたのと同じように「市民t3会」は世

罪-'AC沼会式を桧につくられた:水害水石全国会議

は市民田作が中心になって問臆されることが多く.

「霞ケ浦情報センター」は市民の学びや交流を重

視し,民間サイドからの政策提言をめざしたのに

対し,世界湖沼会議は,各国から研究者や行政職

負, NPOメンバーなど,さまざまな専門家の集

まる国際会議であり,行政の主導ないし官民連携

が不可欠であったため,霞ケ浦ではこの会議を機

に官民の連携体制がつくられ,その関係を活かす

ことを視野に入れて「市民協会」が設立されたの

raEォ

「市民協会」は社団法人として設立された

(1996年7月に設立総会)。趣意書には,第6回世界

湖沼会議の「霞ケ浦宣言」の精神を継承し, 「霞

ケ浦という風土の中で培ってきた市民の英知を結

集し,活動を展開していく」ことがうたわれ,人

と霞ケ浦との共存,豊かな霞ケ浦の再生,多くの

人の参加と交流を活動の柱としている。霞ケ浦の

再生のために, 「生物多様性のある豊かな生態系

を保存し,安心して飲める水,美しい水辺,そし

て『泳げる霞ケ浦』を目指して活動」するとされ

ている。 「安心して飲める水」は1970-1980年代

の運動で主張されたキーワードであり,運動の継

続性が配慮されている。その一方,現在の「市民

協会」の活動においては「泳げる霞ケ浦」が特に

重要であり,イベントやプロジェクトの名称にも

用いられる。 「泳げる」の語には,住民が自分た

ちの湖を取り戻すという「市民協会」の姿勢が反

映されている。

また,柱の1つである「多くの人の参加と交

流」については,設立趣意書に「住民.行政,企

莱.研究者が,緊張感ある協調関係のもとにパー

トナーシップを発揮」しあうことが明記された。

住民,行政.企業のパートナーシップを強調する

姿勢は,それまでの住民の視点重視の姿勢から変

化したものとして注目される。

平成17年度総会資料によれば, 「市民協会」は,
28)

会員数617名.決算旗が約4,000万円となっているO

事業規模は年による変動が大きいが,毎年,数千

万円規模の活動を行っている。霞ケ浦情報センタ

-　3　-
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-設立直前の「土浦の自然を守る会」の事業規模
29)

が,会員約100名,決算番約60万円であったこと

と比べると. 20年弱の間に,霞ケ浦の環境保全に

関わる市民活動の活動規模は激変した。関係者へ

の聞き取りの中で. 「市民活動はボランティアが

やる時代から,ビジネス化した時代になってい
30)

る」という声も開かれた。

活動として.水環境や市民活動に関する情報受

発信事業,霞ケ浦の浄化再生をテーマにした交流

啓発事業,市民による調査研究及び関連事業の受

委託,地域での環境保全活動や環境産業育成-の

支援,市民活動の広域ネットワーク形成などを行

っている。機関誌の刊行や市民による水質調査な

ど,それまでの「霞ケ浦情報センタ-」などの活

動を継承しつつ,泳げる霞ケ浦市民フェスティバ

ルやジュニアレンジャー養成講座など新しい事業

にも取り組んでいる。

1999年に, 「市民協会」は,中長期的な活動指

針となる「泳げる霞ケ浦2020市民計画」を立案す
m

ることを決め, 2001年に基本構想を策定した。基

本構想では,将来像を霞ケ浦市民社会の構築に置

き,泳げる霞ケ浦を目標として, 「人とひとプロ

ジェクト」, 「暮らしのプロジェクト」, 「身近な川

プロジェクト」, 「水辺交流プロジェクト」. 「地竣

経済プロジェクト」を行うことが示された。これ

らを具体化する計画策定のために広く会員の参加

が呼びかけられ,それに応じた人たちによって行
32)

動計画が立案された。自分たちが霞ケ浦の環境保

全・再生に主体的に関わるための指針やプランを

自ら策定し,責任をもって遂行しようとしている

ことは高く評価されてよい。

暮らしのプロジェクトでは,自然観察会や学校

への講師の派遣,霞ケ浦の風土と食の学習会,家

庭排水対策としてのチェックシートの作成・配布

などの活動,身近な川プロジェクトでは,モデル

河川事業として土浦市街地を流れる新川での清掃

活動や環境調査活動,水源地対策を意識した里山

づくり活動,水辺交流プロジェクトでは,泳げる

霞ケ浦の旗謂治掠按とそれを受けての共作的な砂

浜づくり活免　地L:2経済プロジェクトでは.有機

是正1Tbの矩促活動やシジミの差損笑殺などを行っ

ている。これらには.一役会員のほか,多くの住

民が参加しているO河川の水昆調査には児童生徒

を含む多くの住民が長年にわたって参加してきた

し.市民フェスティバルに1万人近い参加者が来

場している。

(3)市民連絡会議及びアサザ基全　次に. 「霞

ケ浦・北浦をよくする市民達請会議」 (これも以下,

「市民連絡会議」)と「NPO法人7サザ基金」 (以下,

「アサザ基金」)について説明する。前者は. 1981

年から活動している主要団体の1つてあるが言明

沼会議を織に性格が変化し,名称も「北浦」が迫
33)

記されるようになった。

「市民連絡会議」は.流域内の住民・市民団体

を穏やかに束ねる連絡組織として結成されたO発

端は.全国的な粉石けん運動団体の働きかけによ

るシンポジウムを土浦の住民組織が開催したこと

にあり.その後,これに関わった団体や個人が協

力しあうことになった。先述の「霞ケ浦情報セン

ター」や「市民協会」の設立の場合と同様に.大

きなイベントの開催にからんで.事後に関係者が

より包括的な組織をつくる形になっており. 「市

民連絡会議」はその先,駆けといえる1980年代に

は,アオコに象徴される水質問題への関心が高く,

市民自らがデータをもつ意義が強調され,河川や

湖の水質調査活動が積極的に行われた。これは担

い手を変えて今に至っているが,現在ではいくつ

かある活動の1つになっているのに対し,当時は,
34)

もっとも労力が投入される中心的な活動であった。

1990年前後に, 「市民連絡会議」の内部で水質

調査活動をめぐり.調査をするだけの活動でよい

のか,もっと環境をめぐる争点を生みだしたり,

行政や住民に主張を訴えたりする運動を展開すべ

きではないかという問題提起がなされ,結果とし

て. 「市民連絡会議」は,会として水質調査をや

めることになった。このとき,代表が「土浦の自

-6-
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然を守る会」の会長から.それまで水質調査を支
35)

えてきたD氏に移り. 「牛久の自然を守る会」代

表のE氏も会の活動に積極的に関わるようにな

っ`た。その後, 1994年からE氏が事務局長とな

るが.この頃から世界湖沼会議にからんで,行政

と市民団体の関わり方や,水資源開発に対する姿

勢の違いから.前節の「市民協会」の系統の運動

と新しい「市民連絡会議」の系統の運動との路線

の違いがはっきりしはじめた。

E氏は. 1984年に「牛久の自然を守る会」をつ

くり,子どもや高齢者を対象にした自然観察会な
361

ど,牛久沼をフィールドにした活動を行っていた。

当初.活動の範囲を霞ケ浦まで広げるつもりはな

く, 「市民連絡会議」が組織され, 「牛久の自然を

守る会」がその団体会員になっても,手伝いをす

る位の関わり方をするにすぎなかった1991年に,

首都圏中央連絡自動車道の建設予定地にオオヒシ

クイの造冬地が含まれることから,そこを含む小

野川流域調査を行ってきた「牛久の自然を守る

会」は,圀央道建設反対運動に取り組み始めた。

霞ケ浦に注ぐ小野川河口の問題に関心を向けるこ

とで,それまで霞ケ浦流域外の牛久沼周辺(第1

回)を主たる活動地としていた同会は.霞ケ浦に

本格的に関わるようになった。この活動は.県-
37)

の監査請求やオオヒシクイ自然の権利訴訟(1995

年提訴)につながり.奄美大島や諌早湾などで相

次いで提訴された日本の白.無の権利訴訟のlつと

なった。鼓判は2(X氾年に敗訴が確定するが.原告

となった「ヒシクイ保護基金」 (1991年設立　代表

E氏)は.農家のf昌力を得ながら超冬地保護の活

動を歳琵し. t3力農家の有に‡事語末をオオヒシク

イ未としてEi完したり. iS岸への織の植封などを

したりしている。

この件から. E氏は公共事業と自照保護の問題

に関わるよう:=なったのだが.同じ頃に同氏は

「市民迂葺き会誌」の主導的な役試'を担うようにも

なっており.問題視されつつも行F-jが起こされて

こなかった昆ケt:言問空事芸を問う活　を行うよう

になった。

水ガメ化による水資源開発は,霞ケ浦総合開発
38)

と総称され,霞ケ浦開発事業(1968-1995年度),

霞ケ浦導水事業(1984年度～現在),霞ケ浦用水事

莱(1980-2004年度)を3つの主要事業とする。こ

れらにより,汽水湖であった霞ケ浦は淡水湖とな

り環境が大きく変化した1973年には常陸川水門

(逆水門)を完全に締め切ったことに伴い,急速に

湖の水質が悪化し,水質改善・環境保全を求める

市民運動が発生することになった。

当時,その急先鋒を「土浦の自然を守る会」が

担い,富栄養化対策の推進とあわせて,霞ケ浦総

合開発計画(水門操作)の見直しや逆水門の開放,

県西用水事業の中止などを茨城県に請願・陳情し

たOただ,要求の主眼は水質浄化,富栄養化対策

にあり,請願・陳情後に計画の見直しや逆水門の

開放を求める行動を具体的に起こすことはなく,

主たる運動の対象にはなっていなかった。

霞ケ浦用水事業も完了し,現在は霞ケ浦導水事

業が残っている。新しい「市民連絡会議」などは,

導水事業を問題視するとともに,汽水化に向けた

水門操作を提案するなど,水資源開発による環境

改変を改めて争点化しようとしている。

1994年から, 「市民連絡会議」は.湖岸線

250kmを歩いて湖の可能性を見つける「宝探し」

を,小中学生や高校生達とともに,ほほ毎週, 2

年間続け.湖再生をめざす活動において注目すべ

き.あるいは利用できる.いろいろな素材(坐

初)を見出した。特に,アサザが湖岸にうち寄せ

る技を抑える効果があることに気づき,その頃に

偶然目にした水辺の植生帯に関する研究論文に触

発され,後述するアサザプロジェクトのアイデイ
39)

アが生まれたという。この踏査はまた,霞ケ浦開

発事業の完成によ・) 1996年から開始予定であった
101

湖の水位操作の影響を予測するための調査でもあ

り,結果として水位操作は湖の自然に多大な影響
41)

を与えることが予測できたため. -これらをもとに

「市民連絡会読」は. 1995年に「かすみがうら・
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ローカルアジェンダ」を作成して世に問い.そこ
EM

にあげたアサザプロジェクトを実際に開始した,

「かすみがうら・ローカルアジェンダ」では.

霞ケ浦の環境計画の全面的見直しや,逆水門見直
43)

Lに向けた取り組み.生物多様性保護条例の別定,

環境保全型農業の推進.湿地の保護と拡大のため

のアサザプロジェクト,潤全域の鳥獣保護区指定.

富栄養化防止条例の改定,環境教育と市民参加の
44)

推進など31項目の具体的な提案が示されている。

また,これに基づき, 「市民連絡会議」は国や

県などに,質問状や要望書の提出や監査請求.異

議申立などを次々と行った1994年4月から1999
151

年1月までのものを　r霞ケ浦・政策提言集j　とし

てまとめているが,ここに記載されたものだけで

ち,質問・申し入れ23件,要望51件など計89件に

のぼる。

その1つ「常陸川水門(通水門)の柔軟運用の

ために工業用水余剰水の活用を求める提案と要

望」 (1997年11月26日。建設省霞ケ浦工事事務所長宛)

は,湖岸踏査から気づいた霞ケ浦の水位操作問題

をはじめ言明を厳しく淡水湖として維持する水資

源管理のあり方を問う水門操作に関する代替案で

ある。具体的な提案に至るまで幾度となく逆水門

の見直しを要望し,水位操作の中断や国土交通大
46)

臣による円卓会議を開催する旨の答弁を引き出す

といった経過を経て理論武装が図られている。提
m

案は「逆水門柔軟運用の提案」という簡単なパン

フレットにまとめられ,一般市民をはじめ各方面

に配布されている。

次に, 「市民連絡会議」及び「アサザ基金」の
48)

活動を全国的に知らしめることになったアサザプ

ロジェクトについて説明する。アサザプロジェク

トは,誰もが参加できる流域の自然再生事業をめ

ざし,流域の170校以上の小学校の参加をはじめ,

農林水産関係者や企業.行政を巻き込みながら進

められている100年後にトキが棲息できる自然

の再生を意識しながらも,手始めに,霞ケ浦に自

生するアサザに焦点をあてた,水辺の植生復元を

行うこととし.小学生らによるアサザ百の育成や

学校ビオトープのm設.出前:一三芸.アサデを植え

付ける*5所を琵fP:するための問投打を用いた消波

iJk (巳菜it咋三)の作BZ ・設毘　*2」を琵fT:するた

めの里山程全活力などを行っている。 「市民連絡

会読」の呼びかけで始まったが.耽り包みを広げ

るためにXPO法人の「アサザ墓全」が設置され

(1999年).その活力として行われるようになったO

また. ra-aを利用したffi浸Klの!,l作・設置引iっ

ているが.この茄分については国土交通省による

-;ヨ岸望精事業を請け負う収差事業となったので,

NPO法人から切りだした有n会社を設立(2001
191

午)した。水資言質開発に関してはElと対立問尉こ

あるが.湖岸植生,害校元事業や環境調査などでは

受委託関係も生まれている。 「アサザ基金」設立

後は.逆水門の柔軟運用の提案・要望などは「市

民連絡会議」が,アサザプロジェクトは「アサザ

基金」が,粗菓沈床の設置などは粗莱組合が行う

ようになっている。

「アサザ基金」は,会員数353人(2005年10月現

荏)で.事業規模は決算額で約7.800万円(2∝)5事

業年度事業報告書)となっている。会員数ではなく

プロジェクトへの参加者数では.流域の大半の小

学校が学校ビオトープや出前授業.アサザの里親,

アサザの湖内-の植え付けなどに関わっており,

1995年7月に100人で植え付けを行って以来,

2005年9月時点までで,のべ参加者は11万5千人
50

となっている。この他,市民による湖岸モニタリ

ング,市民ボランティア(三よる森林保全.公開講

症.各地域の活動との連携,渡り鳥の調査保護活

動,委託事業として国交省の湖岸植生帯復元事業

や民間企業の社員啓発事業,その他環境関連財団

の助成を受けた事業を行っている。

これらの実施場所は流域全体に広がっており.
51)

かつてのような都市域の活動ではなくなっている。

ただ,あえて地域的な特徴についてふれるならば,

先の「市民協会」の活動が,土浦を拠点にした活

動であるとすると, 「アサザ基金」の活動は,事

-8-
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務局を牛久市におき言舌動の出発点となるビオト
52)

-プづくりや世界湖沼会議NGOフォーラムを潮

来で行っていること,牛久市や石岡市との協働事

業に力を入れていること,さらには「市民連絡会

議」の名称に北浦流域住民の参加を意識して「北

浦」を加えたことなどにみられるように,土浦以

外の場所(第1図)で積極的な活動であるといえ

る。

2005年には.外来魚駆除と地域産業を組み合わ

せる事業をはじめた。これは「市民連絡会議」が

行っていた外来魚対策活動の発展形というべきも

ので,農漁業者や小売業者などを巻き込んだビジ

ネスモデルを示そうとしている。外来魚を湖から

水揚げすることで,外来魚の駆除と富栄養化の原
53)

因である窒素・リンの除去につなげ,水揚げした

外来魚を魚粉・堆肥に加工し,それを用いた有機

農産物の生産に利用,その生産物をブランド化し

て販売するといった循環を創り出すことを狙って

いる。外来魚駆除と富栄養化対策を名目として行

政や企業の助成を受け,外来魚を漁業者から有償

で買い上げ.製造した肥料を利用して生産された

農産物の販路開花や販売の応援などを「アサザ基

金」が行っている。初年度の2005年度中に6回の

水揚げを行い,約IOOtの外来魚・未利用魚を漁
511

獲(窒素2,4∞kg.リン481kg相当)したo有様農

産物の生産・販売に関しては.流域内の有枝農業

グループやJAなどと「アサザ基金」が環境パー

トナーシップ協定を結び,相互に協力しあう体制

をとっている。

アサザによるm岸抱生複元や魚粉事業など,こ

こでの活動の持転は.それまで直接的な関係のな

かった農林水産業者を.各珪助成金などを活用し

た環境事業として結びつけ.行政をも巻き込んだ

協民の場を仕掛けることにあるO

ⅡI　主要活動別にみる地域との関わり

以上. 「土浦の自照を守る会」から始まり「市

民t3会」と「アサザ基金」の活動に発展してきた

霞ケ浦の住民・市民運動の経過と主な活動につい

て,時間的な流れに即して,詳しく説明した。

次に,ここで取り上げた住民・市民団体の主な

活劫を,内容ごとに分けて,それぞれにおける地

域との関わりを追うことにする。前章で言及した
55)

諸活動を,湖沼会議以前の活動を含めて整理した

ものが第1表である。表に示した各事項について,

その目的や内容を確認すると,概ね5つの性格を

持つもの,すなわち, (1)富栄養化対策への関わり,

(2)水資源開発-の圧力, (3)自然再生への参加, (4)

地域産業への関わり, (5)環境意識形成への寄与,

に関わるものに分類できる。もっとも, 1つの事

項が複数の性格を持つ場合もあるし,これら5つ

と別種のものも含まれる。ただし.別種のものの

数は少なく,幅広くとらえれば,必ずしも別種と

はいいきれない場合もあるので,ここでの5分類

は一定の妥当性を持つと考えられる。各事項がい

かなる性格を持つかについて,第1表に番号を付

して整理した。

この分類はまた,これまでの住民・市民運動の

展開(Ⅱ章)において,時期ごとに変容してきた

活動目的に応じた分類にもなっている。本稿で対

象としている運動は,湖の水質悪化への対応を求

めて始まったものであり,当初の目的からみれば,

富栄養化対策を求めることと,富栄養化の背景に

ある水資源開発への抗議が中心テーマであった

((1)(2)の活動)。それが, 1990年代中頃から,住

民・市民団体の役割が開発事業に反対する存在か

ら,環境保全や自然再生,地域づくりなどの場面

で行政や企業と協働する存在に変わってきた。住

民・市民団体は,そのような状況変化に応じて,

環境保全や自然再生事業の担い手になることを志

向するようになり,しかも,その取り組みが地域

経済にとってのメリットを生むようになることが

意註されるようになってきた。こうした近年の運

動の変化と地域の関わりをみるというのが, (3)

(4)の視点である(5)を取り上げるのは,運動の始

まりから今に至るまで,住民・市民団体が一貫し
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第1表　住民・市民団体の主な活動
Table 1. Actions of the local environmental moヽ・ement groups

潤

土浦の自然を守る会 油粕のliSr 霞ケ浦をよくする市民連詩会議 活動の種類2ー

桜川の自然公B]化.桜並木の保存 6 富栄養化防止に関する講預(排水対策) 1

水質浄化に対する請願(排水対策) 1 同上 (逆水門の開放) 2

同上 (水資源開発の見直し) 2 同上 (試買のための署名活動) 〇
沼
′.、

同上 (請願のための署名活動) 5 条例制定への知事との懇談.関係琵局折衝 1

コ三
講
以

命の水を守るキャンペーン(飲料水市民アンケ

ート)

1.5 市民の手による水質調査 1.5

前
1)

農薬の空中散布中止 6 アオコ調査 1.5

宍塚大池周辺の自然保護 2. シンポジウム.勉強会等の開催 〇

新設IC工場への無排水システム導入の要求

シンポジウム.勉強会等の開催

機関誌.パンフレット等の作成と配布

1

5

5

桧問詰.報告書等の作成と配布 〇

Ij

霞ケ浦市民協会等(土浦の自然を守る会を含む) 活動の柱類 霞ケ浦.北浦をよくする市民連箱会議等 活動の種類

世界湖沼会議への協力 5. 世界湖沼会議NGO フォーラム開催 2.5

住民.市民団体及び市民等とのネットワーク化5. 湖の可能性を見つける宝探し(湖岸踏査) 5

市民による水質調査 1.5 「かすみがうらロlカルアジェンダ」の策5e 1-2-3-4-5

霞ケ浦市民フェスティバルの開催 5 霞ケ浦政策提言 1-2-3 -5

「泳げる霞ケ浦2020市民計画」の策定 1-3・4・5

5

逆水門柔軟運用の提案 2

暮らしのプロジェクト 霞ケ浦導水事業中止に関する訴訟 o

.自然観察会,出前講座l学習会 アサザプロジェクト(学校ビオトープ等) 3.5

沼

JZk

.家庭排水対策啓発グッズ等の配布.普及 1.5

1.5

同上 (粗末組合の設立と事文化) 4

コこi
;s 身近な川プロジェクト 同上 (アサザ植栽.湖岸生態調査) 3

以 .河川清掃.流域環境調査 同上 (里山保全.休耕田再生活動) 3

後 .里山づくり活動 3

1.3

4

市民による湖岸モニタリング 5

水辺.交流プロジェクト 霞ケ浦の冬期水位操作の中止要求 2

.「泳げる霞ケ浦」候補地探し.砂浜づくり 霞ケ浦総合開発事業における湖岸堤建設反対 1

地域経済プロジェクト 圏央道建設反対(オオヒシクイ越冬地保護) 2.

.有機農産物の販売促進,シジミの養殖実験 渡り鳥の調査.保護活動 6

機関誌.報告普.パンフレット等の作成と配布5 外来魚の魚粉化事業 1.4

霞ケ浦逆水門への魚道設置要求(漁業対策要望) 3.4 シンポジウム.勉強会等の開催

機関誌.報告香.パンフレット等の作成と配布

5

5

注1)時期区分は明確なものではなく.おおよその区分である。また.湖沼会議以前の活動については,本文でも若干触れている
が,主に注14の243-244頁による。

注2)ここではⅢ章で示す5つの視点との対応を示す。 1 :富栄養化問題, 2 :水資源開発(2':.水資源開発以外の開発反対),
3 :自然再生, 4 :環境関連の事業化・産業支援. 5 :環境意識形成(5':運動のネットワーク化). 6 :その他O

て,流域住民の環境意識の啓発に力を入れてきた

ことによっている。以下,それぞれについて順次

検討する。

(1 )富栄養化対策への関わり　霞ケ浦の水質保

全は,水質汚濁防止法や湖沼水質保全特別措置法,

公害防止条例.富栄養化防止条例などの枠組みの

もとで取り組まれている。その中で,その独自性

や住民運動との関わりで注目すべきなのは富栄養

化防止条例(1982年制定)である。富栄養化問題

の深刻化と,湖の環境保全を求める住民運動やそ

れを取り上げるマスコミ,結果としての世論の盛

り上がりなどが, 1980年の霞ケ浦対策課(茨城県)

の設置や条例制定の背景となった。ただ,霞ケ浦

では,富栄養化防止条例をはじめて制定した滋賀

県が粉石けん運動などの後押しを受けて洗剤メー
56)

カーと対決してまで条例を制定したほどには,自

治体と住民運動の結びつきはみられなかった。む

しろ直接的には.琵琶湖の条例制定を受けて,霞

ケ浦流域でも条例制定を図るこ_とになったとみる
57)

ことができる。

しかし,滋賀県ほどではないにせよ, 「土浦の

自然を守る会」が行った「命の水を守るキヤンペ
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-ン」や土浦市民-の飲み水についてのアンケー

ト調査,さらには霞ケ浦の水質浄化に関する請願

などは行政への圧力になったと考えられる。この

請願書は約2万名の署名とともに県議会などに提

出され,要求11項目のうち,窒素・リン排水規制

など7項目が県議会で採択され,窒素・リン排水

規制は請願から8年後の富栄養化防止条例におい

て実現した。 「市民連絡会議」設立のきっかけと

なった全国的粉石けん運動のシンポジウムが1981

年に土浦で開催されたのは,制定に向けて進み出

していた富栄養化防止条例の早期実現や規制強化

を促す意図が背景にあった。 「市民連絡会議」は,

富栄養化防止に関する請願を行い.県知事を招い

ての直接面談で要望を伝えてもいる。この他に行

政主導で組織された「霞ケ浦問題協議会」などの

地域組織もあり,それらからの要望も含めて,港

論の後押しを受けての条例制定という道筋がつく

られた。

富栄養化対策に関連して,一般市民-の啓発効

果も無視できない。 「土浦の自然を守る会」や

「市民連結会議」などの街頭活動や署名活動,防

時企画された講演会や勉強会などは,直接住民に

訴えかけるものであったし,これらが新聞などで

報じられることで間接的な住民-の訴えかけにも

なった。住民の啓発は行政が住民団体に強く期待

しているところでもあり.行政主導で組織された

住民団体が水質浄化意語の啓発に関わる事業に動

員され.また.流域規模での美化活動が実施され

てもいる。生活系排水対策は各家庭・個人の心が

けによる部分が大きく,流域住民一般に向かって

汚濁物質を流さないように訴えることなどが主た

る活動になるので,行政と住民団体が精短的に協

調することになる。

現在では. 「市民協会」の主要事業の1つ「暮

らしのプロジェクト」における暮らしのエコチェ

ック事業や.水FHq浄化に対する市民至設啓発や情

報交換の場となる霞ケ浦インフォメーションセン

ターの運営管理の受託など,ある面では行政と-

体化した地域住民向け啓発機能を果たしている。

また, 「市民協会」や「アサザ基金」などが行っ

ている環境調査や環境教育活動は,小学校での出
58)

前授業として学校教育で利用されているほか,企

業の社員研修や学生のインターンシップの場にも
59)

なっており,環境意識啓発の担い手として存在感

を増している。中でも「市民の手による水質調

査」は消費者団体や小学校など流域内の多くの人

を巻き込みながら実施され続けている。

(2)水資源開発(水ガメ化)への圧力　次に,

霞ケ浦の環境改変の中心をなす水資源開発に関す

る運動の影響について考える。この地域の水資源

開発は.反対運動によって中止されることはなか

った。高浜入干拓反対運動は干拓中止を勝ち取っ

たが,これは水資源開発の重要度が増すなかで,

新しい広大な農地を造成するより水を確保するこ

との有利さが政策転換につながったとみることも

できる。鹿島開発の工業用水開発事業に反対した

農民の運動は土地の強制収用で終わってしまい,

「土浦の自然を守る会」や「市民連絡会議」が求

めた霞ケ浦総合開発の見直しや逆水門の開放は要

求しただけに終わっている。

1990年代半ばからの「市民連絡会議」は,それ

までの活動において水資源開発問題に切り込んで

こなかったと自己批判し,水資源開発の是非を問

い直す活動を積極的に行おうとしたが,要求はほ

とんど通ってこなかった。例えば,水ガメ化事業

の最後に残った護岸工事の中止を求めた際にも,
60)

論点がかみ合わないまま事業は進んでしまった。

さらに,霞ケ浦導水事業について.要望書を提出

したり,県予算の支出に関する監査請求を行った

り.住民訴訟を起こしたりしているが,事業を止

めるには至ってない。

そのような中で,アサザなどの水辺の相生帯を

保全すべきという主張は.多数の小学生が参加す

るアサザプロジェクトがマスコミ等で自然再生の
61)

新しい試みとして注目されるようになると,計画

されていた湖の水位操作が中断されることになっ
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た　2000年10月23日付の常陽新聞1面は, 「開発

から環境-の方針転換」の見出しのもと, 「建設

省霞ケ浦工事事務所は今月5日,アサザの緊急保

全対策のため冬期の水位操作を一時中止し,市民

団体とともに,アサザを含めた湖岸帯の植生復元

に取り組むことを表明した。湖岸帯復元事業は年

間数十億円規模で数年間にわたり実施する計画で,

国内に例のない大規模な自然環境再生事業となる

見通し。総事業費約2,864億円. 25年の歳月をか

けた霞ケ浦開発事業の大きな方向転換である」と

報じている。ここに至るまで. 「市民連絡会議」

では,生態学者や建設省土木研究所研究員らと共

同調査を続け,それに基づいた水位操作の中止を

再々申し入れており,水位操作の中断はその成果

が実現されたとものといえる。

前述の逆水門の柔軟運用の提案も,水資源開発

に関連して「水ガメ化」を運用面で見直すことを

求めたものといえる。霞ケ浦に汽水環境を取り戻

そうという主張は,今のところ受け入れられそう

にないが, 2003年のコイヘルペスの被害を受けた

湖の養鯉業者の支援や廃業補償などとの関係で,

「市民協会」や関係漁協などから水門-の魚道設

置を求める要求が出されたことについては,県が

積極的に国に働きかけたこともあって, 2009年に

実現することになった。

(3)自然再生への参加1990年代後半以降,

「アサザ基金」にしても「市民協会」にしても,

問題提起や環境をモニタリングだけでなく,環境

の管理や再生に直接関わる活動を行うようになっ

た。 「アサザ基金」は言胡岸植生帯回復緊急措置

事業及びそれに関連する検討会に関係者が参加す

ることで,より大規模な環境再生事業に関わりを

持つようになった。ただし,この事業は性急に進

められた面があり,これに対して「市民協会」の

研究員から疑問を投げかけられ,個人名による公
62)

開質問状が検討会委員12人宛に提出されたOそこ

では,検討会組織の正当性や委員構成の不備に関

する指摘や,消波施設がワカサギ産卵場に悪影響

を及ぼすこと.消波施設が湖岸景観を損なうこと.

粗菓を用いたその施設が富栄養化の進む湖への有

枝物の直接投棄になることなどが指摘され,委員

の見解が求められた。

疑義が投げかけられたものの.事業は進められ

たOただし.、霞ケ浦の自然再生はどのように行わ

れるべきかという議論は残り. 「市民協会」研究

員と「アサザ基金」問の論争から約半年後,霞ケ

浦に関する研究交流組織である「霞ケ浦研究会」

の主催でシンポジウム「霞ケ浦の自然再生を考え

る-湖岸帯の植生と修復」が双方の関係者を招い

て開催された。

水位操作に関連して国土交通大臣が約束した円

卓会議の実施は,委員選出に関する批判などもあ

って,霞ケ浦工事事務所による霞ケ浦意見交換会

(2002年12月から翌年にかけ7回実施)になってしま

ったが言胡岸植生帯回復事業をめぐる議論や意見

交換会などは市民団体の存在感をあらためてアピ

ールすることになった。

アサザプロジェクトが自然再生事業制度化の参

考になったといわれたり,湖岸植生帯回復事業が

大規模な自然再生事業であると報じられたりした

が,霞ケ浦沿岸で自然再生推進法(2002年制定)

に基づく自然再生事業が計画されるのは2004年に

なってからである。土浦入北岸の約3.5kmを予

定地とし,事業を検討するための自然再生協議会

が組織され,関係する行政機関と生態学・地理

学・水産学など専門家5名のほか,各種団体代表

16名,個人35名の公募委員が協議の場についた。

この協議の過程は,ホームページに会議資料や詳

細な議事録として公開され, 220kmの湖岸のわ

ずか岳.5kn分の事業にしては,かなりの時間・

資金・マンパワーが投入されている。自然再生に

向けて, 「湖岸環境の保全・再生」, 「人と湖のつ

ながりの再生」, 「湖岸景観の再生」の3つを個別

目標とし,それらを統合する全体目標を設定して
631

いる。この目標設定や事業の検討に際し,協議会

では当初,水資源開発や管理を含む霞ケ浦全体の
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議論なしにこの地区に限定した議論をすべきでは

ないとの意見が出され,それを押さえ込む論点整

理がなされるなど,特定工区の具体的事業に関す

る議論と湖全体の議論とがせめぎ合う場面もみら

れた。協議は続いているが,一部の堤防を切って

後退させ,堤防内に湿地をつくることを盛り込ん

だ事業が実施されることになっている。

協議会には,事業予定地区の住民も参加してい

るが,より広域的に霞ケ浦流域で活動する団体,

例えば「市民協会」や「アサザ基金」などのメン

バ-も参加しており,彼/彼女らが会議で発言す
朗)

る場面は多い。住民・市民運動が,外から反対す

るだけの存在ではなく,環境整備・管理やその計

画立案過程に参加し,影響力を発揮する存在にな

っていることがわかる。 「アサザ基金」と「市民

協会」のパートナーシップのあり方に関する見解

の相違など,価値観の対立や違いはみられ,行政

が漁夫の利を得ているようにみえる場面もあるが,

そのような関係が逆に市民団体の活力を生みだし,

地域の中でのオピニオンリーダーとしての存在感

を生んでいるともいえる。

(4)地域産業への関わり　環境に関わる住民・

市民団体は.地域開発事業に異を唱えるだけでな

く,環境を守ることが持蒜的な地域経済のために

も有効と主張し,それを自ら具体化しようと試み

ることがある.これまで一般論として,自然保護

団体が事業への反対を強く主張することに対して.

それでは地域の産業はどうなるのか.反対するだ

けでなく代案を出すべきではないかといった批判

により.議論が意図的にずらされてしまうことが

あった。・今でもそういうことはよくあるが.その

ような場合の反論の仕方として.一計画されている

事業が必ずしも地域の活性化につながらないと論

じたり,自照を保全しながら経済効果を生む代案

を示したりといった対応がなされる。エコツアー

の提案や市民風車の事業化.菜の花プロジェクト

などはそのような例であるO

霞ケ浦の場合でも,行政への抗議や要望.市民

による環境の調査・モニタリングなどの活動に加

えて.行政の環境対策事業の受け皿となったり,

市民からの発案による環境事業を実践したりする

段階を迎えている。

受託事業が増えることで市民団体自身は,若干

名でも専任やパートの職員を雇用することができ

るようになった。専任職月が生まれることで,有

志がそれぞれの都合をやりくりしながら活動する

のと違い,事業展開やネットワークの拡張が格段

と進むことになる。受託する事業によっては,外

部委託や臨時雇用を生みだすこともある。 「アサ

ザ基金」では,湖岸植生帯復元緊急対策事業に関

連して,流域内山林からの資材調達や当該地の里

山整備を行うことを事業化したが,これについて

は収益があがるので,ボランティア活動ではなく

有限会社による別の事業として行うようになった。

また,市民団体が発案し,外部より資金を調達

して進める事業もある。外部資金を調達する場合

には.オオヒシクイ保護活動での有機栽培米の支

持者-の販売のように,一般市民からの応援によ

るものが主流であるが,近年,民間企業からの寄

付や助成など,企業の資金も投下されるようにな

っている。企業の環境保全活動への協力は,まだ

規模は小さいが.今後,伸びる部分であろう。

当初は助成金を前提にした事業運営になってい

るとしても,事業がうまく展開すれば,地域内で

カネやモノが循環する仕組みとして定着する可能

性がある。 「アサザ基金」の魚粉事業は,荊述の

とおり,現在は,水質浄化と外来魚駆除が環境対

策費によってまかなわれているが,将来的には,

助成金に頼らず民間の経済活動の結果として実現

できるようになることを狙っている.また. 「市

民協会」の地域経済プロジェクトでも有権農産物

の販路拡大や河川の水質浄化実験をシジミの養殖

や土壌改良材生産につなげる試みが模索されてお

り,具体的な事業化は今後になるとしても,活動

に青年会議所など地域の商工業団体が関わってい

ることから産業創出への関心は高い。個々の試み
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は小さくても,絶えず新しい試みがなされており.

コミュニティビジネスの仕掛け人ないし担い手と

しての側面を,住民・市民団体がみせるようにな

ってきている。

( 5 )環境意識形成への寄与-再生する湖のイメ

-ジ　霞ケ浦の環境問題に関わる住民・市民団体

は,流域住民に対して,絶えず環境への配慮を呼

びかけてきた。使い捨て型の生活スタイルの見直

しや生活雑排水対策への一人一人の協力,上流と

下流の関係の理解,人と流域に生きる生物とのつ

ながりへの理解など,霞ケ浦を対象とするさまざ

まな問題の指摘や生活者としての心得が,長年に

わたって,それぞれの団体のメンバーや流域住民

に対して発信されてきた。残念ながら.その効果

がどれほどであったのかを測ることは筆者にはで

きない。霞ケ浦についての地元新聞等での報道の
65)

多さや出版物の多さ, 「市民協会」や「アサザ基

金」などが行った講座の受講者・体験者の多さ,

しかもそれが30年にもわたって続いていることな

どから,少なからぬ影響はあったであろうと推察

するばかりである。報道において,問題提起者と

して,環境イベントの企画実施者として,あるい

は行政の事業に対するコメント発言者として,住

民・市民団体の関係者がしばしば登場しているこ

とは事実であるし,行政の環境啓発事業において

講師などを頼まれている人に.団体の関係者が複

数いることも事実である。

環境意識形成に関することとして,断片的・間

接的な情報になるが, 「市民協会」と「アサザ基

金」が,運動の目標とする将来の湖像について対

称的な姿を措いて活動していることについて.少

し耽り上げてみたい.

「市民協会」は, 「霞ケ浦及びその流域環境の浄

化・促全及び創造をめざす市民活動を推進し,人

と自照が共生できる快適で文化的な地域社会を構

芸することを目的」 (定款)とし,泳げる霞ケ浦

2020市民計画に基づくプロジェクトを実施してい

るが.前提となる湖の将来像を,住民が泳げる湖

を取り戻すことにおき.現在の「あまり行かない

霞ケ浦」を, 5年後に「水辺で遊ぼう,霞ケ浦_、

10年後「泳ぎたくなる霞ケ浦」. 20年後「泳げる

霞ケ浦」にすることをめざしている。住民にとっ

ての霞ケ浦を取り戻す(再生する)ことを強調し.

それを「泳ぐ」という行為で表現した。例えば,

湖岸見学会を「泳げるモデル侯福地探検」として

実施するといった反映のさせ方もあれば,逆水門

-の魚道設置を求める要望を出す際に. 「F泳げる

霞ケ浦j　の実現は.魚類をはじめとする生物相の

維持・回復と密接不可分との考えから,常陸川水
Co)

門-の魚道設置を要望していくことを決めた」と

いう理屈づけがされる場合もある。

一方の「市民連絡会議」イアサザ基金」も,ア

サザプロジェクトの活動方針として湖の将来像を

明確にしている。それは,湖の自然の再生を求め,

環境の復元度で将来目標を示したもので, E氏白

らがイラストを措いた。内容としては, 10年後に

はヨシ原が復活しオオヨシキリの棲息する環境を,

20年後には湖畔林が再生しカッコウやオオハクチ

ョウの棲息する環境を, 30年後には植生帯が広が

りオオヒシクイが棲息する環境を,そして40年後

にはコウノトリ, 50年後にはツル, 100年後には

トキの棲息する環境を再生するとしている。この

イメージは,アサザの里親や学校ビオトープ,潤

岸へのアサザの植え付けなどの実践活動のほか,

鳥の渡りに関する調査活動や,オオヒシクイなど

野生生物保護を意識した活動につながっている。

生活者としての住民に主眼をおくというより,流

域住民を含めた生態系の再生を意識した湖像を措

いている。

一方は住民中心の自然観,他方は生態系中心の

自然観という意味で対照的である。ただし,必ず

しも各団体のメンバーがこの自然観を共有してい

るわけではなく,関連する団体や個人の行動規範

になっていろとはいえない。しかし,住民が親し

み,楽しめる環境としての湖を再生することと,

生態学的な意味での湖の自然を再生することとは
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目的が異なる。それぞれの運動において,啓発活

動と環境教育活動はもっとも力を注がれているこ

とであり,その際の語りが,建前であっても異な

る思想に基づいてなされている。

この将来像の違いは,単に執行部の考え方の違

いにとどまらず,両団体が自然再生などの具体的

な環境改変事業に関わるようになってし^-るので,

湖及び流域の特定の場所をどうするのかという,

現実的な対立も生じさせている。霞ケ浦をどのよ

うな環境と認識するかは,湖や流域の開発・保全

をどのように行うかの根幹に関わるといえ,霞ケ

浦の将来像・あるべき像の-語り手としての住

民・市民団体の果たす役割は無視できない。

IV　環境団体と住民・行政との関係

地域との関わりに関連し, Ⅲ章でも示したそれ

ぞれの場面について,住民・市民団体が行政や住

民との間でどのような役割を果たしているのかを

模式的に示してみたい。その際,以上で述べてき

た住民・市民運動の経過や具体的な活動をもとに

関係図を措くことにするが.ここでは単に霞ケ浦

の事例を図解するにとどめず,より一般的な環境

運動の位置と役割をまとめてみる。

霞ケ浦の事例において,富栄養化対策への関わ

り,水資源開発-の圧力,自然再生への参加,也

域産業への関わり,環境意識形成への寄与とした

ものを,一般的な表現として,生活環境問題への

関与.開発事業への圧力,自然再生への参加と実

践,ローカルな環境産業の創出.環境意識形成へ

の寄与に置き換える。それぞれにおいて環境団
m

体が住民や行政とどんな関係にあるのか模式的に

表したのが第2-6回である。マスコミや議会,

その他機関との関係や.流域内外の各主体の関係

などを省いた単純な理解ではあるが,図は環境運

動と地域の構成員との関わり方を示している。な

お,説明の都合上,第2回と第3図について,前

章(1) (2)と順番を入れ替えてあるO第4-6回は

3M5)に対応する。

住

氏

行

政

一一一一働きかけの方向　【:::コ主体(第6図まで同じ)

第2図　地域開発をめぐる環境団体と住民・行政

との関係

Figure 2. Relationships between residents, local

governments and environmental movement

groups concerned with regional develop-

ment problems

地域開発をめぐる問題の場合(第2図),環境団

体は住民の物的・心理的サポート,及び外部団体

などの支援を受けながら,行政に対して事業への

抗議や要望を行う。同時に.住民に対して情報提

供を積極的に行い,問題を提起する。環境団体と

行政とはしばしば対立的な関係になり,環境団体

の情報戦に対抗して,行政も住民向けの事業PR

に力を入れる。事業に対する異なる価値観や評価

が並存する中で,事業に批判的な見解が大きな世

論となった場合,事業は検討の狙上に上がり,環

境への配慮など計画の見直しが行われる。時に大

幅な見直しや中止になることもあるが,現実にそ

のようなケースは少ない。

次に生活環境問題の場合(第3図),環境団体は,

行政に対しても住民に対しても環境上の問題を訴

える。行政に対して環境対策の強化を求め,住民

に対して一人一人の気づきと心がけを促す。この

環境団体の行動は,住民の中の環境意識の高い層

からの支持を得て,その代弁者を演じているとも

いえる。その場合,住民が住民にもの申す形にな

るので,環境団体という個人でない存在を介する

ことで住民間の乱按が生じにくくなるとも考えら

れる。環境団体と行政は,規制の制定などでは対

立することがあるが,啓発や環境教育活動に関し

ては対立せず連携が図られる。この点では環境団
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住

氏

行

政

第3図　生活環境問題をめぐる環境団体と住民・
行政との関係

Figure 3. Relationships between residents, local

governments and environmental movement

groups concerned with living environment

problems

体は,行政と半ば一体化した存在として一般住民

に向かっている。

自然再生においては(第4図),環境団体はより

主体的な役割を演じる。なお,ここでの自然再生

は,法律に基づく自然再生事業に限定せず,いわ

ゆる里山再生活動などを含む幅広い意味でとらえ

るO　自然再生活動がいきなり一住民から発案され

ることは少なく,行政側からの呼びかけがあった

り,環境団体側からの働きかけがあったりして検

討が始まる。生態学や環境工学などの専門的な知

識も必要になるので,専門的な研究者とのつなが

りが重要で,そのようなパイプを,行政側は当然

として,環境団体側も持っていることがある。そ

の場合には,環境団体側から行政に働きかけをし

rr

政

一 情 報 発 信

環
境
団
体

一 協 力 要 請住

氏

情 報 発信 l 参 加 募 集

=　　>双方向的な器体(協車) ●

第4図　自然再生をめぐる環境団体と住民・行政

との関係

Figure 4. Relationships between residents, local

governments and environmental movement

groups concerned with nature restoration

activities

注) * :理念上は対等な関係とされるが.現実には必ずしも
対等なパートナーシップとはいえない場合もある。

住

氏

第5国　環境事業をめぐる環境団体と住民・行政

との関係

Figure 5. Relationships between residents, local

governments and environmental movement

groups concerned with local environmental

business

たり,行政を巻き込まない自主的な事業を行った

りできる。広い意味での自然再生の試みは,環境

団体が中心になって一般の住民を巻き込んでなさ

れていることが多い。自然再生は,継続的な住

民・市民の環境管理など-の参加が不可欠なので.

行政主導であっても.環境団体主導であっても,

事業に幅広い住民の参加が求められる。

ローカルな環境事業はさまざまな展開が考えら

れるが,ここでは「アサザ基金」の魚粉事業のよ

うに,人材を含む地域資源をうまく結びつけるこ

とで,新たなビジネスを生みだす場合を考える

(第5図)。同事業において,外来魚の漁獲(漁業

者)と肥料化(肥料製造業者),有機農産物生産

(農業者).食品スーパー(小売業者)を結びつけよ

うとしたように,環境団体は,新しい環境ビジネ

スの事業モデルを地域内の関連する事業者に企

画・提案し,賛同者を集めるべく働きかける。賛

同者(事業者)は,それぞれの事業において対象

とする資源を取り入れた商品・サービスを生産す

る。それを環境団体は,例えば「環境にやさし

い」ことを付加価値として消費者に宣伝し,販路

を開拓する。消費者は,割高であっても.その商

品・サービスを購入することで.地域環境改善の

試みに参加できる。このようなサイクルが軌道に

来るには,はじめは純商業ベースでない経済的支

援が必要であり,それを環境対策の名目で行政の

補助金や民間財団等の助成金でまかなうことは有
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住

第6図　環境意識形成に係る環境団体と住民・行
政との関係

Figure 6. Relationships of environmental movement

groups and local governments to environ-

mentally-conscious of residents

注) ※の部分は,環境EE体と行政との対立・協働の様が,マ

スコミ報道や関操者からの内輪話等として,一般の住民に
除法が伝わるという意味である。

効といえ,その受け皿を環境団体が務め.事業を

推進する。以上は, 「アサザ基金」の取り組みを

一般的に書き直したにすぎないが,このような循

環を創ることができれば,近代化とともに失われ

た,地域の自然資源と住民の暮らしとの関係を,

現代的な意味で再構築することになる。

環境意識形成に関しては(第6区l),環境団体や

行政から住民に対して,さまざまな形で情報が提

供され　意識啓発が試みられている。一方,環境

団体と行政の間では,対立したり,協働したりと

いったさまざまな応酬が,断続的に繰り返されて

いる。この交渉の過程は.マスコミなどで報じら

れたり.クチコミで伝わったりする。むしろこの

ような環境団体と行政の応酬から抱く印象や,そ

の過程で発せられる情報により.住民の環境に対

する畳語は影響を受けると考えられる。

以上に関し.第2回は環境団体と行政の対立の

構図.第3回は対立する場面もあるものの両者が

協積・連携する構匡).第4回は環境団体が主導的

に事業を担う構図.第5図は環境団体がコーディ

ネーター役を務め.行政から猛れた民間ベースの

地域連関の中に位置づけられる構図となっている。

地土刻二おける環境団結の位置・役割の違いが.描

動目的に応じて認められる。

Ⅴ　おわりに

本稿では,霞ケ浦の住民・市民運動の動向を追

いつつ,運動が社会的に認知され,活動の規模や

範囲を拡げできたことを示すとともに,地域との

関わりについて,開発計画や環境対策,環境意識

などの面から検討した。

1997年の河川法の改正以降,各地の河川管理に

おいて住民・市民の意向が反映されるようになっ

ており,環境団体が,大きな開発事業を止めるこ

とは稀にしか起こらないとしても,開発事業の計

画見直しを促す原動力になったり,環境・資源管

理の運用面での発言力を強めたりすることは,他

所でも,今後進むと考えられる。特に,もとから

実績のあった環境教育・啓発活動も含めて,ソフ

ト面での環境政策の実施に際して環境団体は重要

な存在となっている。

さらに,これらは,行政の環境関連事業の受け

皿になるとともに民間財団などの助成金を積極的

に獲得して事業につなげているので,このような

環境団体の有無が,地域ごとの環境対策に投下さ

れる資金の差を生み出す。霞ケ浦では,国や県の

実験的な事業が,筑波研究学園都市に近いという

立地条件から他地域以上に行われているし,民間

財団などからの支援を,実績のある環境団体が,

別々の助成申請をし.それぞれ受けていることは,

一本化された環境団体が行う以上に多くの環境関

連の資金獲得を流域として実現しているともいえ

る。霞ケ浦に限らず,これら環境団体は,助成を

受け続けるために実績をあげることに努力するし,

新しい環境事業を考案する必要にもせまられる。

活気のある団体が活動する地域においては,環境

保全や環境創造に関わる資源投入がそうでないと

ころ以上に進み,先進地として評価されることで,

さらなる助成を受けやすくなっていく。

環境保全を主張する住民・市民団体は行政と対

立する場面が強調されがちだが.対立をはらみつ

つも是々非々で協調する緊張感のあるパートナー
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シップが構築されることは,地域の環境管理や環

境創造に有効・有意義に機能する可能性をもつ。

霞ケ浦の場合には,環境団体間で運動の理念の違

いや,行政との関係の持ち方-の意見の相違があ

って,相乗効果をうまく発揮しえないところがあ

るが,多少の考え方の違いを超えて.より大きな

ネットワークをつくることが必要であろう。特に.

公共事業のあり方を問うような,国の制度や施策

に関係する問題や,社会経済の構造的な問題に関

わる争点をつくりだし,そこでの運動の影響力を

高めるためにはなおさらである。

前章で述べたように,環境団体は,地域の環境

に関するいろいろな場面に登場する。その際の行

政や住民との関わり方は対象となる事項に応じて

可変であり, 1つの団体が.行政に対しても,住

民に対しても,いくつかの顔を使い分けている。

そして,そのような存在であることが地域におい

て受け入れられている。形式上・制度上,役割が

明文化され,保証されていないとしても,環境団

体は地域の環境管理や環境政策の遂行において,

一定の役割を担う存在となっている。いいかえれ

ば,このような環境団体の有無や活発・不活発は,

当該地域における環境問題の構築状況の差や,環

境対策の実施状況の差,一般住民の環境意識の差

などを生むとも考えられる。

しかし,一方の現実として,地域レベルの個別

の成果は各地であがっているものの, 20世紀末の

公共事業見直しの世論を喚起した一時期を除いて,

運動が,より大きな構造的問題を露わにしていく

ような,全国的ムーブメントの原動力になりえて

3E35S

むしろ逆に,例えば,混迷する淀川水系流域委

員会をめぐる状況のように,水資源・環境管理に

おける国の主導権強化の傾向が各地でみられる。

同委員会において不要と判断され,中止が検討さ

れたダム建設計画が複活したり.委月会活動が停
68)

止・中断させられたりすることや,徳島県の吉野

川第千堰で,住民投票の泉　白紙化された可動堰

69

計画が再度浮上しつつあることなどにみられるよ

うに.環境の管理や利用をめぐるi=1茄決定過程へ

の市民参加や住民王兄の尊重といった浸れは,級
701

退期を迎えている。

しかし.そのような状況だからこそ.環境団体

という組織化された存在が重要な意味をもつo　こ

れらの環境団体では.ローカルな場面での存在感

杏高め,環境保全や管理面での実謁をあげ,地域

における活動の裾野を広げ.広邑な支持を確保す

ることが,まず課題になる。それとともに.地域

を超えた運動の連携や.関心・専門分野による
71)

「運動のタテ割り」状況を乗り越えた,運動のネ

ットワーク化を図り.より広範団に及ぶ構造的な

問題に光をあてて.効果的な運動を展開すること

が望まれる。

本稿では.この議論を深めることを目的として

いるわけではないので,この判断に必ずしも十分

な根拠を提示しえないO運動のネットワーク化や

より大きな社会問題の構築に関わる環境運動のあ

り方等の議論を深めていくことは.筆者が別途行

っている外国の環境運動との比較なども含めて,

今後の課題である。少なくとも.本稿で取り上げ

た霞ケ浦の事例は.他の住民・市民運動の今後を

展望する上での.よい意味でも悪い意味でも参考

になるであろう。

〔付記〕本稿は平成18年度,東京大学に提出した博

士論文の第9章をもとに大幅な加筆修正を行ったもの

である1985年に訪ねて以来の長きにわたり.調査に

関する情報提供のみならず,水質調査方法の指導から

市民活動の進め方についての助言等々.霞ケ浦の環境

運動に関わる多くの方々にお世話になりました。篤く

御礼申し上げます。

(広島大学総合科学研究科)

1)住民運動と市民運動の違いは暖味な部分もあり.ほ

ほ同義で使われる場合が多い。しかし,長谷川は,両
者の問には運動の性格や組綴原理をめぐる重要な相違

点があるとして.住民運動は利害当事者としての住民

が主体となり.生産(生活)拠点に関わる直接的利害
の防衛ないし実現を求めるのに対し,市民運動は良心
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的な構成員としての市民に担われ,普遍主義的な価値

の防衛なし,'し実現を求める性格を持つと整理している。

本稿では,この違いを積極的には区別しないが,扱う

対象が長谷川のいう運動の両方の面をもっているので,

どちらかに限定しないという意味で, 「住民・市民運

動」の語を用いる。長谷川公一「環境問題と社会運

動」 (飯島伸子柘r環境社会学」有斐閣. 1993) 103頁。

2)環境運動は1960年代以降に広がった「新しい社会運

動」の一つで.エコロジー思想などに支えられた.自

然保護運動や環境保全運動,オーガニック運動.さら

には緑の党の政治活動などまで包括的にとらえた概念

で,英語圏でEnvironmental Movementとよばれる

ものをそのまま日本語に訳した言葉である。長谷川は

その主なものとして,公害反対連動,自然保護運動,

アメニティ改善運動.有権農業運動,歴史的町並保存

運動などがあるとしている。本稿では.環境問題に関

わる市民・住民運動の総称としてこの語を用いる。長

谷川公一「環境運動と環境研究の展開」 (飯島伸子・

鳥越培之・長谷川公一・船橋暗俊編r環境社会学の視

点j有斐閣, 2001 89-116頁。

3)地理学において環境運動だけに焦点をあてて理論化

を図ることは少なく,より包括的な社会運動が議論さ

れる。筆者の基本的な研究動機は環境問題について考

えることにあるので,本稿で視野に入れるのは環境運

動にとどめたい。

4)社会運動の研究動向について,香川雄一「社会運動

論の系譜と地理学におけるその展開」地理科学59,

2004, 26-46頁。

5) Agnew, I., 'Geographies of political and social

movements'(Agnew, I, ed., Political geography a

reader, Arnold 1997), pp. 165-171.

6) Routledge. P∴Putting politics in its place: Balia-

pal India, as a terrain of resistance. Political Ge-

ography, ll. 1992. pp. 588-611.

7) Miller. B,Geography and social mo乙・ements, Uni-

versity of Minnesota Press. 2000.
8)水内任娃「近代都市研究と地理学」経済地理学年報

40, 19M, 14頁。
9) (1>香川雄一「近代期川崎の公害問題をめぐる地域住

民による社会運動」地理学評論71A, 1998. 711-729

頁。 (2痛こ川雄一「高度経済成長期の水島における工業
都市化とロカリティの変容」地学雑誌110. 2001, 314
-338頁。

10)浸野敏久「環境問題研究における地域論的視角」環

境社会学研究10. 2∝M. 8-2-4頁。
ll)前掲4　37頁0

12)前掲10)。

13)環境運動に反映される地域性や運動の地域的構造に
注目した視点では. (1)浅野敏久「環境保全運動の展開

過程における地域性」地理科学52. 1997.卜22頁.

(2)浅野故久「環境問題における　r地元j」環境社会学
研究5. 1999, 166-182頁。運動が地境において果た

す役割に注Hしたものでは. (3)浅野敏久「中海干拓事
業本庄工区の土比利用案の変遷」地理科学53. 1998.

261-282A. (4)浸野敏久「ロ-カルな環境運動が創出
する景観」環境ff学研究(広島大学監合科学研究科紀

要1) 1. 2006. 19-38頁。

14)浅野敏久「霞ケ浦をめぐる住民運動に関する考察」

地理学評論63A, 1990, 237-254頁。
15)前掲13) (3)0

16)前掲13 (4)。-
17)浅野敏久「ローカルな環境連動への地理学的アプロ

ーチ」地理学評論75, 2006, 443-456頁.

18)ここでのグループというのは.それを代表する2つ
の団体は存在するが,必ずしもその2団体に限定する

のでなく,この2団体(-連絡組織)につながる諸団

体を総称する意味であるDそれぞれのグループには.
複数の団体が相互乗り入れ的に関わっており,また,

団体には短期間で消えたり生まれたりするものもある
ので.個々の構成団体や個人を明確に示すのは困難で

あるとともに.あまり意味がない。あるグループとし

てまとまったときに何を主張し,どんな行動をとるか
が重要である。

19)前掲14)c
20) (1)佐久間弘r鹿島巨大開発Jお茶の水書房, 1976。

(2)河川湖沼と海を開発・破壊から守る全国連絡会議事
務局「工業用水にも通さない霞ケ浦」技術と人間10-

6, 1981, 112-117頁(3)長須祥行「霞ケ浦-その総

合開発計画批判」ジュリスト533, 1973, 176-181頁。
(4)中西準子「鹿島開発一生活破壊と土地収用」ジュリ

スト533, 1973, 100-109頁。
21 (1)山口武彦「権力と闘う住民一高浜入干拓反対闘

争」拓殖書房, 1975。 (2)山口竹夫・山口恵美子「霞ケ

浦を守るひとびとj公害問題研究会. 1974。 (3)野原小
市郎・鈴木清・井野場元雄r霞ケ浦の活路j　自費出版,

1977。 (4)奥井登美子「ある市民運動J筑波書林, 1983。
22) 「土浦の自然を守る会」は1971年に土浦在住の医師

の呼びかけに応じて組織された団体で.土浦を流れる

桜川の自然公園化の要求を出発点として.各種の活動
を展開する。特に飲み水の安全性と湖の環境問題を結

びつけた活動に力を入れ,富栄養化問題をテーマとす
る先駆的団体となった。一方, 「市民連絡会議」は

「土浦の自然を守る会」などが発起団体となって,
1981年に霞ケ浦の環境問題に関わる詣住民・市民団体

の連絡組織として結成された。諸団体の共通テーマと
なる富栄養化問題に力点をおいた活動を行った。以上

は前掲14) 243-245頁に詳しいOなお. 「市民連絡会

議」は後述するように1990-1994年にかけて執行部が
一新され活動内容や活動スタイルが変化した。

23) 「霞ケ浦市民協会」の会長方針として伝えられたこ

とと,聞き取りを行った複数の関係者が用いる表現で
ある。

24　2C泊2年2月27日の「土浦の自然を守る会」会長A
氏からの聞き取り。

25)湖沼会議では「霞ケ浦宣言」 (1995年10月27日)が

採択さオ1,.同時期に別会場で市民団体が開催した他界
湖沼会議NGOフォーラムでは「NGO霞ケ浦宣言」

が採択されたO 「NGO霞ケ浦宣言」では,湖沼会議の
市民参加を「見せかけの市民参加」と断ずるとともに,

霞ケ浦開発事業の大詰めを飾るイベントとして,湖沼
会議は利用されていると批判した0

26) 2002年2月27日の「土浦の自然を守る会」会長A
氏からの聞き取り。

27) 「霞ケ浦情報センター」の設立趣意書による。
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28)決算額は,多い年度は7.0∝)万円に達した。受託事
業が収入の大部分を占めるので.年変動が大きい。

29)会員数については1987年(会員名簿より),決算額
については1988年(「土浦の自然を守る会」横間誌

r桜川」 25号)のデータである。

30) 2002年2月27日. 「市民協会」事務局B氏からの聞
き取り。

31)霞ケ浦市民協会r21世紀霞ケ浦市民社会を目指して
-泳げる霞ケ浦2020市民計画J同協会, 200L

32)霞ヶ浦市民協会r泳げる霞ケ浦2020市民計画　行動
計画」同協会, 2002。

33)霞ケ浦の名称は,西浦,北浦,外浪逆浦などの総称

なので,北浦は当初の名称でカバーされていたが,狭
義では西浦のことを指す場合もあり, 「「市民連絡会

議j　の主導権が移っていく中で,北浦の人が増えてき

たこと,そして北浦の人は「北浦Jにこだわりがある
こと」 2002年2月26E】C氏からの聞き取り)から名
称を変更した。

34)筆者は1986-1987年にかけてこの調査に参加してい
た。

35)筑波研究学園都市の国立研究機閑の研究員で市民に

よる水質調査の主導者であったが, 「水質」が一人歩
きすることに.それが市民運動の望ましいあり方であ

るのかと問題提起していた　2002年2月26日,本人か

らの聞き取り。
36)この前後のE氏に関する記述は2002年8月13日の

本人からの聞き取りなどによる。

37)オオヒシクイの越冬地全域が鳥獣保護区になってい
ないことについて(保護区になっていない部分に圏央

道計画).設置権者である茨城県知事の責任を問うこ
ととし,オオヒシクイを原告の筆頭とする訴訟であっ

た。坂元雅行「オオヒシクイ自然の権利訴訟　法廷か
らの報告」 (自然の権利セミナー報告書策定委員全編

r自然の権利」自然権利セミナー, 1997) 67-68頁。
38)事業主体は水資源開発公団(現水資源株構)で,総

事業費2,864億円をかけ,常陸利根川の河道工事と湖

岸堤建設などにより湖の総貯水量を12億5,300万m3.
有効貯水量6億1,700万m3とし,毎秒42.92m3 (水道

用水5.56,工業用水17.80,農業用水19.56)の水資源
を開発するものであった(水資源開発公団霞ケ浦開発

事業建設部『霞ケ浦開発事業誌j水資源開発公軋
1996c

39) 2002年8月13E】のE氏からの聞き取りのほか.請

演会などでの発言. E氏が本や雑誌に書いた文章など
による。

40)水門操作により水位を1.3m幅で上下させる計画で
fJBa

41)飯島博「協同から協働-一第6回世界湖沼会議

(霞ケ浦)からの経験」環境技術30-9, 2001, 15-19
頁。

42)霞ケ浦をよくする市民連絡会議「市民による環境保
全戦略-かすみがうら・ローカルアジェンダJ　同連絡

会講, 1995=

43)逆水門に関連するデータの公開と専門家・市民によ
る検討委員会の設鼠　地域ごとの塩分濃度基準の設定,

逆水門見直しのための行動計画よりなる。
44)第1版では30項目であったが,水位操作問題を意識

して,項目の修正と追加が行われた。

45)霞ケ浦・北浦をよくする市民連絡会議r霞ケ浦・政

策提言集J同連絡会議. 1999=
46)第154回国会参議院決算委員会(2002年10月16日)

における扇国土交通大臣答弁。この円卓会議は.霞ケ
浦に関わる他の市民団体などからの質疑や意見の提示

を受けて,結局,意見交換会という形にとどまってし
|CH

47)逆水門を開けられない理由として水門のすぐ上にE

営鹿島南部農業用水の取水口があり.その周辺の塩分

濃度を上げられないことがある。鹿島に立地する企菜

は余剰工業用水をただ放流しているだけなので.取水

口が上流にあり.かつ農業用水の送水管のすぐそばを

通る鹿島工水の送水管とつないで農業用水に転用すll.

ば.逆水門直近の取水をやめられるので,塩分濃度を

ある程度柔軟に管理できると提案している。

48)新聞・テレビなどの紹介のほか,環境自書や建設E:

書に自然再生の先進事例として紹介されたり,雑誌に

紹介記事が掲載されたりしている。例えば2004年10月

l E]から2005年9月末までの1年間に24本の紹介記IT・

が掲載された(第6期アサザ基金事業報告書による

また.いくつもの環境賞を受賞している。

49)この事業は,流域内の山林から租采を集め消波堤を

つくり湖内に設置する湖岸整備と里山整備を同時に行

うことをEl的とする。事業主体は国土交通省霞ケ浦工

事事務所で,租莱組合に外注することで流域内の粗

を優先的にかつ計画的に入手でき,流域の山林保全に

寄与するという実績がえられるO一方,地権者は粗-T'

の代金を受け取らない代わりに自分の山林の整備を_-=

債で行ってもらえ,山林作業者を地域内で雇用するC

で雇用創出につながっているo最初の1年間で10箇fTf

の工事があり, 20万束の租束を集めた　2002年2月_r'う

E],粗末組合社長C氏からの聞き取り。

50)アサザ基金.霞ケ浦北浦をよくする市民連絡会ユ

r湖と森と人を結ぶアサザプロジェクト11周年記_'=

の集いシンポジウム報告書」同団体, 2006。

51)前掲14) 245-247頁。

52)具体的なビオトープづくりの実践が最初になさiif:

のは潮来の水郷トンボ公園である。鷺谷いづみ・銃r.

博掃　rよみがえれアサザ咲く水辺一霞ケ浦からの!-'i

戦』文一総合出版, 1999サ

53)魚体車のものに含まれる窒素.リンを漁獲によって

直接湖から除去する。

54)漁業者からの買い上げは,キロ50円で年間約5(刀

円となったO　この費用は複数の助成金によってまま

われている。漁業者にとっては.若干の収入と外菜:I

駆除というメリットがある0

55)湖沼会議以前の活動については, Ⅱ章で若干放たて

いるが,主に前掲14) 243-244頁をもとにしている:

56　(1)君塚宏・橋本和孝「r消費生活条例」に関する=

査報告(下)」国民生活研究22-2, 1982, 53-747f;

(2)琵琶湖百科編集委員会「琵琶湖の水を守ろう-モ・-

ん運動の軌跡」 (琵琶湖百科編集委員全編r琵琶

語る50章jサンライズ出版, 2001) 159-160頁。

57)片桐新自「環麺・消費者間題をめぐる行政と迂fニー

湖沼と合成洗剤」 (片桐新自　r社会運動の中範田ミニ;_

東京大学出版会, 1995), 117頁。
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58)例えば, 「アサザ基金」の2006事業年度(2005年10

月1日-2006年9月30日)の事業報告書によれば,こ

の事業年度に,湖岸モニタリング調査の環境学習での
利用として33校999人の児童生徒に湖岸観察授業を行

.ったとある。同様に. 「市民協会」も小中学校での環
境学習支援を行っており.小学生と河川の水質調査を

行ったり,副読本を作成して学校での学習支援を行っ
たりしている。

59)例えば, 「市民協会」では2005年度の1年間に.求
城県からの受託事業として市町村職員向けの湖上実践

セミナーを50回も開催しているし.茨城大学の学生イ

ンターンシップを受け入れて水質調査などを行ってい
る。 「アサザ基金」においても,大学の研究室と共同

研究を行っている。また. NECの福利厚生と社会貢

献の一環として.放棄された谷津田の再生を従業月と
その家族と協働で行っている。

60)半年間に6回の要望書を提出した交渉は霞ヶ浦・北
浦をよくする市民連絡会議r霞ケ浦・政策提言集j

(同連絡会議, 1999　に要望書と回答書の転載として

示されている。要望において.護岸工事が希少な動植
物を脅かすという論理で工事の中止を求めた(工事の

中止が主要求で希少種保護はその論拠ないし方便)が,
環境に配慮します,一部の貴重な植物については移植

します.多自然型護岸堤防を整備しますといった回答
(環境に配慮して工事を行うという通告)が毎回返さ

れ,双方の主張はかみ合うことなく事業が行われた。

61)前掲48)
62) 2002年3月4日と3月8日に新聞4紙に掲載。

63)平井幸弘「湖沼の湖岸・沿岸域における自然再生」
土木技術資料蝣47-9, 2005. 22-27頁0

64)自然再生協議会の詳細な議事録は国土交通省霞ケ浦

河川事務所のホームページ(http://www.kasum-
igaura.go.jp/kyogikai/index,htm1 2007年5月25日
検索)で公開されている。

65)例えば,常陽新聞社の創刊50周年記念として『霞ケ

浦報道(上・下)j. r続・霞ケ浦報道」という3冊で
3,240頁に及ぶ大部の記録集が刊行されている。その

中で住民・市民運動に関連する記事はかなり多い。
66)常陽新臥　2003年12月16日付。

67)霞ケ浦の住民・市民団体と区別し,一般的な意味を
もつものとして,ここでは環境団体の語を用いる。

68)淀川水系流域委員会は,新河川法を受け2001年に発

足したO流域住民の意向を積極的に取り入れながら新
しい流域管理のあり方を模索する試みとして注目を集

めた。 5つのダム建設の中止を提言するなどしたが,

2007年1月から活動を休止させられた。同年8月から
新しい委員を公募して再開した。

69)姫野雅美「吉野川の河川整備計画策定の現状と問題
点」 (第23回水郷・水都全国会議現地実行委員会編

r大会資料集　別冊」, 2007) 5頁。

70) 2007年5月の第23回水郷.水都全国会議松江宣言に
おいて「この22年間には.環境保全と住民参加を認め
た新河川法が制定されるなど大きな前進があった。し

かし,いまだに各地で,水面を失わせ,住民を水から

遠ざけ.水質の汚れが懸念される事業が継続され.ま
た復活されようとしている」と,これまでの動きに逆

行する動きがあることを指摘している。
71)　アサザ基金のE氏は現在の日本の環境運動の問題

として「運動がタテ割り.地域割りになっている」と.

運動がまとまらずにバラパラな状況にあることを表現
している。 2002年8月13日の聞き取り。

Relationships between Local Environmental Movements and

the Regiom : A Case Study of Lake Kasumigaura

ASANO Toshihisa

Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University

This paper tries to clarify the relationships between local environmental movements and the

region based on a case study of Lake Kasumigaura and its surrounding area. Data were collected

mainly through interviews with the leaders of citizens'groups in the Kasumigaura area. In addi-

tion, newsletters and restricted documents of these groups were important information sources

used to trace their activities intermittently over a period of about twenty years.

After the 6th International Conference on the Conservation of Lakes in Tsuchiura and Tsuku-

ba cities, environmental movements concerned with Lake Kasumigaura split into two groups,

one led by山e Kasumigaura Citizens'Association and the o山er by the Asaza Fund (and the Cit-

izens for Improvement of Lakes Kasumigaura and Kitaura) (hereinafter KCA and AF, respective-

ly). Despite the split, the movements have become more active and their management scales

have expanded since this conference.
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KCA was established by uniting nature conservation society members with people from eco-

nomic circles. This group aims to restore the lake to its former cleanliness so that all residents

can swim or play in it. Thus, it performs water quality surveys and conducts environmental edu-

cation campaigns. AF aims to restore the rich ecosystem of the lake and organizes a nature res-

toration project supported by many school children, city residents,丘shermen, and farmers.

This paper presents five points about the relationships between the local en、乍onmental move-
merits and the Kasumigaura region.

(l) Involvement in eutrophication control : The environmental movements in this area began

to counter eutrophication of the lake. They acted as pressure groups to demand regulation

against eutrophication, as surveillance monitors of the environmental administration, and propa一

gators of environmental lifestyles in cooperation with local governments.

(2) Opposition to water resource development of Lake Kasumigaura : Protests against devel-

opment projects have not succeeded in this area, but there have recently been signs of change.

For example, the water level operation of the lake was suspended because of an AF protest. This

case shows that the citizens'groups are gaining greater leverage.

(3) Citizens'participation in nature restoration projects : In some regards, the movements are

changing from anti-establishment ones into cooperative ones. In particular, citizen participation

is becoming popular in nature restoration projects. The citizen's groups enhance this effect.
′

(4) Design and coordination of new regional sustainable businesses : Citizens'groups are con-

tributing to creating some new businesses concerned with sustainable resource use. These pro-

vide an opportunity for collaboration with various stakeholders.

(5) Contribution to raise residents'environmental consciousness : Each group advertises fu-

ture visions of the lake as goals. Discussion between the groups and local governments are re-

ported in the media and many residents know the environmental issues related to Lake Kasum-

igaura. This direct or indirect information may affect the residents'environmental consciousness

in the long term.

Although these are results obtained from a case study of Lake Kasumigaura and its surround-

ing area, they can be understood as general characteristics of environmental movements. An en-
I

vironmental citizens group plays various roles bet、veen residents and the local government in

order to accomplish the group's aim. For example, concerned lvith environmental pollution or
l

development problems, a group protests against the national or local government as a represen-

tative of the residents. On the other hand, the same group appeals to the residents to adopt a

sustainable lifestyle in collaboration with the local government. A citizens'group constructs en-

vironmental problems socially and carries weight in environmental policy making, creatively

choosing its position between the residents and the local government.

Key words : environmental movement, regional environmental problems, Lake Kasumigaura, Ka-

sumigaura Citizens Association, Asaza Fund
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